
「（仮称）府中市手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例（案）」に対する

パブリックコメント手続の実施結果について 

 

１ 意見の提出期間 

  令和２年１１月２１日（土）から１２月２１日（月）まで 

 

２ 意見提出者数等 

提出者 件数 意見の提出方法別の人数 

９人 ２９件 
電子メール ＦＡＸ 郵送 意見投函箱 窓口 

５人 ２人 ０人 ０人 ２人 

 

No. 意見の概要 市の考え方 

条例の名称について 

１ 「障害者の意思疎通に関する」という

表現を、市民に親しみやすく柔らかい

表現にしてほしい。 

ご意見については、参考とさせていた

だきます。 

趣旨について 

２ 文頭に手話の定義があり、難解になっ

ている。手話の定義は基本理念にも書

かれているので、趣旨から削除しては

どうか。また、障害についても「聴覚障

害」だけ特定しているため、他の障害名

の記載がないことも分かりにくさの原

因の１つではないか。 

本条例は、全ての市民が障害の有無に

かかわらず、不便や不安を感じること

なく、安心して暮らすことができる地

域社会の実現を目指しています。ご意

見については、参考とさせていただき、

わかりやすく正確な表現となるよう作

成してまいります。 

３ 手話には、日本手話と日本語対応手話

があり、その認識の下に、行わなければ

ならないことと明記されているが、こ

のことは条例に必要でしょうか。 

日本手話以外は、すべて日本語対応手

話であると理解していいのでしょう

か。 

本条例は、少なくとも手話には日本手

話と日本語対応手話があることを前提

としておりますが、日本手話以外をす

べて日本語対応手話に限るものではあ

りません。それぞれの違いを明確に理

解したうえで普及することが重要であ

ると考えます。この点に配慮して作成

します。 



４ 日本語対応手話の必要性も分かります

が、日本手話をこれからも大事にして

ほしいです。 

日本手話は、ろう者の中から生まれた

独自の文法体系等を有する言語である

ことはもとより、日本語対応手話も、障

害者の１つのコミュニケーション手段

であることから、それぞれの違いを明

確に理解したうえで普及することが重

要であると考えます。 

５ 日本手話は、ろう文化から生まれた言

語であって、日本語対応手話と混合さ

れると多くの方が間違った認識をして

しまう恐れがあるので、きっちりと区

別していただきたい。 

正しい知識の取得と理解を求める。 

日本手話と日本語対応手話の違いにつ

いて明らかにしたうえで、市民や事業

所に対して、手話の普及及び障害者の

意思疎通の促進を図ってまいります。 

６ 「手話言語法の制定を求める意見書は

２０１４年９月２９日に承認済みであ

る。」という文言を追加してほしい。 

ご意見については、参考にさせていた

だきます。 

基本理念について 

７ 手話には２種類の手話があると定義さ

れているが、どちらの手話を普及させ

るのか。 

２つの手話を定義すると、混乱の元に

なりかねないのではないか。 

日本手話と日本語対応手話は、それぞ

れ大切な意思疎通のための手段である

と考えます。一方で、異なる文法体系等

の手話があることで、円滑な意思疎通

が困難であることも認識しておりま

す。したがって、それぞれの違いを理解

したうえで、どちらも広く普及するこ

とが重要であると考えます。この点に

配慮して作成します。 

市の責務について 

８ 「手話言語獲得の機会の確保」を入れ

ていただきたい。 

ご意見については、国、都、市の役割を

踏まえ、今後の参考とさせていただき

ます。 

具体的な取り組みは各施策の中で進め

てまいります。 

９ 市での手話に対する理解が足りない。

病院や事業者へもっと強く啓蒙してほ

しい。 

事業者等に対して、本条例や合理的配

慮について周知してまいります。 



市民の役割について 

１０ 市民の理解がまだまだ足りない。ろう

者に対する対応がひどい。手話ができ

る人から、会話する前に手話がわから

ないと言われた。手話を覚えても、人権

を否定するようなことは困る。 

条例の制定により、市民に手話やろう

者の文化についても考えていただくき

っかけとなるよう努めてまいります。 

施策の推進について 

１１ いままで十分ではなかった日本手話へ

の理解の促進と普及について、格別の

施策が必要であると考えられるが、こ

の点は条例ではどのように具体化され

るのか。 

条例上においては、（５）施策の推進で

「手話の普及に関する施策」として掲

げております。 

具体的な取り組みは各施策の中で進め

てまいります。 

１２ 聴こえない子どもが手話を習得する機

会を得たり、聴こえない子をもつ保護

者同士で情報交換や相談ができるよう

に、大阪府乳幼児期手話言語獲得支援

事業「こめっこ」のような事業を実施し

て手話言語獲得の支援もご検討いただ

きたい。 

ご意見については、国、都、市の役割を

踏まえ、今後の参考とさせていただき

ます。 

１３ 人工内耳や難聴で地域の普通校に学ぶ

児童・生徒が要約筆記やパソコン通訳、

手話通訳をつけて学べるようになるの

でしょうか。 

教育分野における聴覚に障害のある児

童・生徒に対する情報保障は、大変重要

なものと認識しております。 

具体的な施策については、今後、いただ

いたご意見を参考に、都や教育委員会、

関係課と連携し検討してまいります。 

１４ 教育に関しての項目を加えてはどう

か。 

①ろう児が安心して教育を受けること

ができる場及び自立の機会と活躍の場

を用意するためのネットワークづくり

の構築の拡充 

②子育てにおいて、ろう児の親が不安

や負担を抱えやすくなっている現状に

あり、社会全体で子育てを助け合う環

境づくりの推進 

ご意見については、国、都、市の役割を

踏まえ、今後の参考とさせていただき

ます。 

具体的な取り組みは各施策の中で進め

てまいります。 



１５ 聴こえない子供をもつ母親が手話講習

会を受講する場合、日中はろう学校に付

き添うので昼講習には参加できず、夜講

習は託す家族がいなければ参加できな

いので、講習会のあり方について検討し

ていただきたい。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

１６ 毎週金曜日、市役所に待機通訳がいる

が、手話通訳者と会話が通じない。日本

手話が使えない。また、金曜日だけでな

くいつでも行けるようにしてほしい。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

その他について 

１７ 原則、文章で公表されるが、ろう者の情

報保障を目的とした、手話による条例説

明動画も併せて、ＨＰ上に記載されたほ

うが好ましい。（同趣旨１件） 

ご意見については、他の自治体の掲載

方法も参考にしながら、今後検討させ

ていただきます。 

１８ 市役所からのお知らせは全部文章なの

で困る。手話での説明や動画、質問を増

やしてほしい。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

１９ ろう者が出席する会議では、手話通訳だ

けでなく、ＵＤトークを取り入れてほし

い。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

２０ 当事者団体等との話し合いについては、

当事者関係団体の代表者だけでもオン

ライン上での傍聴が可能になることを

望みます。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

２１ 説明会を開催してほしかった。 ご意見については、参考にさせていた

だきます。 

パブリックコメントのほか、障害者団

体や有識者等からもご意見をいただき

ながら、条例の制定を進めてまいりま

す。 

２２ 市役所の職員対応はそれぞれの聴覚障

害者に合った対応をするべきである。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

また、本市では各職員が適切な対応を

とれるよう、障害者差別解消法研修を

実施しており、今後も継続して実施し

てまいります。 



２３ 条例の内容やそれぞれの立場で聴覚障

害のある人について理解を深めるため、

また社会参加を支援するために何か必

要か、コミュニケーション方法や配慮の

例などについてまとめたハンドブック

を作成してくれるとありがたい。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

２４ もし、聴覚に障害のあるお子さんが生ま

れた場合、相談できるところを紹介して

いただけるのでしょうか？ 

病院では、検査後 医師から人口内耳の

話などがあるかと思うのですが、手術を

するしないの選択や手話に関すること

など情報をもらえるところがあると安

心できるのではと思います。 

市内には身体障害のある方の相談に応

じ、必要な援助を行うため、身体障害

者相談員を配置しております。また、

手話に関することや障害がある方への

支援や相談は障害者福祉課でも受け付

けております。 

２５ 教育に関しての相談機関、支援について

教えていただきたいです。 

本市では、教育センターにて子どもの

教育上の悩みや心配ごとを解決するた

めに、専任の相談員が相談に応じてい

ます。 

また、発達などに心配のある児童・生

徒を対象に、就学相談などを受け付け

ております。 

２６ 手話通訳者認定試験では、日本手話がで

きそうな人が落ちるのはなぜか。 

手話通訳者認定試験については、当事

者、手話通訳者等から成る手話通訳者

認定試験管理委員会で定めた採点基準

に沿って、受験者の合否を判定してお

ります。 

２７ 緊急時に手話通訳を頼みたい場合はど

うしたらいいのか。 

緊急の場合は、消防署や警察署へ連絡

していただくこととなりますが、本条

例の制定を契機に、事業所等に対して

合理的配慮や情報保障の必要性等を訴

えてまいります。 

２８ 手話通訳は２４時間対応できるのか。 現在のところ、手話通訳の２４時間対

応はできておりません。手話通訳を必

要とする方々のニーズに合う事業展開

ができるよう、今後の検討課題とさせ

ていただきます。 

 


